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５．付議事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 議案第 １号 平成１９年度（合併前）美祢市水道事業会計決算の 

               認定について 

  日程第 ４ 議案第 ２号 平成１９年度（合併前）美祢市病院等事業会計決算 

               の認定について 

  日程第 ５ 議案第 ３号 平成１９年度共立美東国民健康保険病院組合事業会 

               計決算の認定について 

  日程第 ６ 議案第 ４号 平成１９年度美祢市・美東町・秋芳町合併協議会決 

               算の認定について 

  日程第 ７ 議案第 ５号 平成１９年度美祢市水道事業会計決算の認定につい 

               て 

  日程第 ８ 議案第 ６号 平成１９年度美祢市病院等事業会計決算の認定につ 

               いて 

  日程第 ９ 議案第 ７号 平成２０年度美祢市一般会計補正予算（第１号） 

  日程第１０ 議案第 ８号 平成２０年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正 

               予算（第１号） 

  日程第１１ 議案第 ９号 平成２０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算 

               （第１号） 

  日程第１２ 議案第１０号 平成２０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１ 

               号） 

  日程第１３ 議案第１１号 美祢市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の 

               一部改正について 
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  日程第１４ 議案第１２号 美祢市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当 

               に関する条例の制定について 

  日程第１５ 議案第１３号 美祢市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部 

               改正について 

  日程第１６ 議案第１４号 美祢市財政状況の公表に関する条例の一部改正につ 

               いて 

  日程第１７ 議案第１５号 美祢市ふるさと美祢応援基金条例の制定について 

  日程第１８ 議案第１６号 美祢市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第１９ 議案第１７号 美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条 

               例の制定について 

  日程第２０ 議案第１８号 美祢市農林資源活用施設の指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第２１ 議案第１９号 美祢市過疎地域自立促進計画の策定について 

  日程第２２ 議案第２０号 美祢市有線テレビ高度情報化整備工事の請負契約の 

               一部を変更することについて 

  日程第２３ 議案第２１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ 

               て 

 

６．会議の次第は次のとおりである。 
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   午前１０時００分開会 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより、平成２０年第２回美祢市議

会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 この際、議長において報告いたします。 

 平成２０年８月１２日付で、田邉諄祐議員より美祢市議会委員会条例第１３条の

規定に基づき、議会運営委員の辞任願が提出されました。 

 よって、議長においてこれを受理し、同日付で許可をいたしましたので、ここに

御報告を申し上げます。 

 また併せて、同日、同条例第７条に基づき、村上健二議員を、新たに議会運営委

員として指名いたしましたので、ここに御報告を申し上げます。 

 続いて、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君）  御報告いたします。 

 本定例会に、本日までに送付してございますものは、執行部より、議案第１号か

ら議案第２１号までの２１件と、監査委員より、公営企業会計決算審査意見書でご

ざいます。 

 また、事務局からは、会議予定表と一般質問順序表でございます。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表第１号と議案付託表の２件

でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、柴崎修一郎

議員、田邉諄祐議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２６日までの２４日間と

いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、会期は２４日間と決定いた

します。 
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 なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付いたしております予定表のと

おりでありますので、御了承をお願いいたします。 

 日程第３、議案第１号から、日程第２３、議案第２１号までを、会議規則第

３５条の規定により、一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日、平成２０年第２回美祢市議会定例会に提出いたしまし

た議案２１件について御説明申し上げます。 

 議案第１号は、平成１９年度（合併前）美祢市水道事業会計決算について報告し、

市議会の認定を求めるものであります。 

 本決算の対象期間は、平成１９年４月１日から、合併前日の平成２０年３月

２０日までであり、また、対象事業は、旧美祢地域の上水道事業及び簡易水道事業

であります。 

 水道事業は「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生

活環境の改善とに寄与する」という水道法の基本理念に基づき、水道施設や管路の

計画的な整備・改良を行い、適正かつ効率的な維持管理を実施し、安全な水道水の

安定持続供給に努めてまいりました。 

 さて、水道事業を取り巻く経営環境は、景気の停滞による節約意識を反映した中

で、水需要の回復の兆しが見られず、一段と厳しい状況にあります。 

 こうした状況での経営における決算概要について御説明いたしますと、まず収益

的収入及び支出でありますが、上水道事業収益が２億２，９５７万６，５１２円、

簡易水道事業収益が１億２，５９７万３，９３０円で、収入合計は、３億５，

５５５万４４２円であります。 

 これは前年度と比較して、１，７５２万７，３３２円の減収となり、率にして４．

７％の減となりました。この減収の主なものは、給水負担金の減であります。 

 次に、支出といたしましては、上水道事業費が２億４，０１８万１，３７０円、

簡易水道事業費が８，０２５万５，４５８円で、支出合計は３億２，０４３万６，

８２８円であります。これは、前年度と比較して２，１３７万９，３６７円の減と

なり、率にして、６．３％の減となりました。この減額の主なものは、配水及び給

水費の減であります。 
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 この結果、平成１９年度における収益的収支は、３，５１１万３，６１４円の利

益となり、消費税抜きの当年度純利益は、３，０４８万５５０円となりました。 

 従いまして、この純利益に前年度繰越利益剰余金２，１６７万４３１円を加えた

５，２１５万９８１円が当年度未処分利益剰余金となり、これを、合併後の美祢市

水道事業に繰り越すものであります。 

 次に、資本的収入及び支出であります。収入が１億３，２３１万６，０００円に

対し、支出が２億１，８７６万３，６３３円となり、収入額が支出額に不足する額、

８，６４４万７，６３３円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんいたしており

ます。 

 事業の主なものを御説明いたしますと、上水道事業では、大嶺町助行地区配水管

布設替工事に５２５万円を、簡易水道事業では、於福簡易水道区域拡張工事に９，

９１５万１，５００円を執行し、水道施設の整備充実を図りました。 

 以上、平成１９年度（合併前）美祢市水道事業会計決算について御説明申し上げ

ましたが、別に、監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、

認定賜りますようお願いするものであります。 

 議案第２号は、平成１９年度（合併前）美祢市病院等事業会計決算について報告

し、市議会の認定を求めるものであります。 

 本決算の対象期間は、平成１９年４月１日から合併前日の平成２０年３月２０日

までであり、また対象事業は、美祢市立病院と介護老人保健施設グリーンヒル美祢

であります。 

 まず、美祢市立病院についてですが、平成１９年度は、開設１８年目に当たり、

この間、地域の中核病院として「市民に信頼され、愛される、温かい心の通った医

療の実施」を基本理念といたし、診療科目の充実、高度医療設備の整備など医療

サービスの充実に努めてまいりました。 

 ５月からは国の構造改革特別区域計画により、美祢社会復帰促進センター内に法

務省が開設をする診療所の管理運営を担うことになり、さらに９月には居宅介護支

援事業所を閉鎖するなど事業内容の変更を生じた１年でもありました。 

 それでは、平成１９年度の実績について御説明をいたします。 

 業務量につきましては、入院は４万３３２人で、外来は５万８，３９５人の実績

となっております。 
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 決算額について御説明をいたしますと、まず、収益的収支でありますが、収入で

は、医業収益として１７億６，８５８万６，１２２円、医業外収益２億１，

２４３万３，７０２円、美祢社会復帰促進センター診療所運営事業収益６，

８３５万５，４６７円、居宅介護支援運営事業収益１７７万２，９００円で、総額

２０億５，１１４万８，１９１円となりました。 

 一方、支出では、医業費用として１９億７，１５９万１，２３５円、医業外費用

１億１７１万７，３２５円、美祢社会復帰促進センター診療所運営事業費用６，

４４６万１，５３１円、居宅介護支援運営事業費用３６７万３，９５９円で、総額

２１億４，１４４万４，０５０円となりました。 

 この結果、損益計算書において、９，１６１万１，８９７円の当年度純損失を生

じ、この純損失と前年度繰越欠損金１億５，７９５万９，２８７円とを合わせまし

た２億４，９５７万１，１８４円が当年度未処理欠損金となるものであります。 

 この処理につきましては、全額を繰越欠損金とし、合併後の美祢市病院等事業に

繰り越すものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、収入はなく、支出のみであり、建設改良費９，

５５９万６，８６７円、企業債償還金１億４，５０６万１，４５２円で、総額２億

４，０６５万８，３１９円となりました。 

 なお、収入額が支出額に不足をする額２億４，０６５万８，３１９円については、

当年度消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんをいたしま

した。 

 次に、美祢市立病院に併設する介護老人保健施設グリーンヒル美祢について御説

明をいたします。 

 グリーンヒル美祢におきましては、開設９年目で、介護保険法の理念に基づき、

利用者の自立した生活と在宅復帰を目指して、介護及び機能訓練その他必要な医療

を提供しているところであります。 

 平成１９年度の実績について御説明をいたします。 

 業務量については、短期入所者を含む入所者は２万４５３人、通所者は４，

４２２人の状況であります。 

 決算額について御説明いたしますと、まず、収益的収支でありますが、収入では、

短期入所を含め入所運営事業収益２億４，３７１万９，２７２円、通所運営事業収
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益４，４８４万４，４２６円、運営事業外収益１２８万７，６５６円で、総額２億

８，９８５万１，３５４円となりました。 

 一方、支出では、短期入所を含め入所運営事業費用２億８，１１６万３，

８４２円、通所運営事業費用２，２８７万６，３５３円、運営事業外費用１，

１００万１，０２８円で、総額３億１，５０４万１，２２３円となりました。 

 この結果、損益計算書において、２，５１８万９，８６９円の当年度純損失を計

上しており、この純損失と前年度繰越欠損金１，６４５万１，６１７円とを合わせ

ました４，１６４万１，４８６円が、当年度未処理欠損金となるものであります。 

 この処理につきましては、全額を繰越欠損金とし、合併後の美祢市病院等事業に

繰り越すものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、収入はなく、支出として建設改良費３２０万２，

５００円と企業債償還金２，３７８万５，２０６円とで、総額２，６９８万７，

７０６円となりました。 

 なお、収入額が支出額に不足をする額２，６９８万７，７０６円は、当年度消費

税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんをいたしております。 

 今後とも、病院との連携を密にし、利用者や家族が安心して自立した在宅生活が

続けられるための支援施設として、市民の信頼を得られるよう努めてまいる所存で

あります。 

 以上、平成１９年度（合併前）美祢市病院等事業会計決算について御説明申し上

げましたが、別に、監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、

認定賜りますようお願いするものであります。 

 議案第３号は、平成１９年度共立美東国民健康保険病院組合事業会計決算につい

て報告し、市議会の認定を求めるものであります。 

 当該共立美東国民健康保険病院組合は、合併の日の前日に解散しており、本決算

の対象期間は、平成１９年４月１日から平成２０年３月２０日までであります。 

 共立美東国民健康保険病院は、昭和２９年に開設され、平成１９年度には、開設

５３年目に当たり、この間、地域の中核病院として「地域に奉仕し、信頼され、親

しまれる病院を目指します。良質の医療を提供します。地域住民の健康を守りま

す。」の３本柱を基本理念といたし、地域に根差した医療を展開しておるところで

ございます。 
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 それでは、平成１９年度の実績について御説明いたします。 

 業務量につきましては、入院は３万４，５０８人、外来は５万５４７人の実績と

なっております。 

 決算額について御説明いたしますと、まず収益的収支でありますが、収入では、

病院事業収益として１２億９，３３４万１，８９８円、訪問介護事業収益３，

３８６万６，９５６円、特別利益１億７，５０５万８，０００円で、総額１５億

２２６万６，８５４円となりました。 

 一方、支出では、病院事業費用として１６億２，３６４万３，９２４円、訪問看

護事業費用３，３６０万８，２２６円で、総額１６億５，７２５万２，１５０円と

なりました。 

 この結果、損益計算書において、１億５，４８１万３，６８１円の当年度純損失

を生じ、この純損失と前年度繰越欠損金６億７，４５７万３，９８３円とを合わせ

た８億２，９３８万７，６６４円が当年度未処理欠損金となるものであります。 

 この処理につきましては、全額を繰越欠損金とし、合併後の美祢市病院等事業に

繰り越すものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、収入は企業債２，２６０万円、町負担金７，

２５８万９，０００円、補償料２３６万２，５００円で、総額９，７５５万１，

５００円となり、支出では、建設改良費２，５０９万５，８１０円、企業債償還金

１億８３１万４，９１２円で、総額１億３，３４１万７２２円となりました。 

 なお、収入額が支出額に不足する額３，５８５万９，２２２円については、過年

度分損益勘定留保資金４７７万１，３１７円で補てんし、なお不足する３，

１０８万７，９０５円は、一時借入金で措置いたしております。 

 以上、平成１９年度共立美東国民健康保険病院組合事業会計決算について御説明

申し上げましたが、別に、監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審

議の上、認定賜りますようお願いをするものであります。 

 議案第４号は、平成１９年度美祢市・美東町・秋芳町合併協議会決算について報

告し、市議会の認定を求めるものであります。 

 平成１９年度合併協議会の決算は、歳入額１，１３７万８，８８５円に対し、歳

出額は６８１万１，００７円となり、差引残額は４５６万７，８７８円となってお

ります。 
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 なお、当協議会は平成２０年３月２０日、合併の前日をもって解散しましたので、

この歳入歳出差引残額４５６万７，８７８円は、新市の一般会計に引き継いでおり

ます。 

 以上、平成１９年度美祢市・美東町・秋芳町合併協議会決算について御説明申し

上げましたが、別に、監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の

上、認定賜りますようお願いするものであります。 

 議案第５号は、平成１９年度美祢市水道事業会計決算について報告し、市議会の

認定を求めるものであります。 

 本決算の対象期間は、合併の日から平成２０年３月３１日までの１１日間であり

ます。 

 先ほど申し上げましたように、水道事業を取り巻く経営環境は、一段と厳しい状

況にあります。 

 こうした状況での経営における決算概要について御説明いたしますと、まず収益

的収入及び支出でありますが、上水道事業収益が８１万１，２３５円、簡易水道事

業収益が１０万７，６９８円で、収入合計は、９１万８，９３３円であります。 

 次に、支出としましては、上水道事業費が１，９０７万８，１２０円、簡易水道

事業費が２４９万８，９４４円で、支出合計は、２，１５７万７，０６４円であり

ます。 

 この結果、平成１９年度における収益的収支は、消費税抜きの当年度純損失２，

０６５万８，１３１円となりました。 

 従いまして、この純損失を前事業繰越利益剰余金５，２１５万９８１円で埋めた

残額の３，１４９万２，８５０円が当年度未処分利益剰余金となり、法定積立金で

あります減債積立金に４９０万円を積み立て、その残額の２，６５９万２，

８５０円を繰越利益剰余金として、翌年度に繰り越すものであります。 

 次に、資本的収支及び支出であります。収入が２７０万円に対し、支出が４，

８８９万４，８１０円となり、収入額が支出額に不足する額、４，６１９万４，

８１０円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。 

 今後の事業経営に当たりましては、地方公営企業の基本理念に基づき、経営の安

定に努め、公共の福祉の増進、サービスの向上など、市民の皆様に信頼される水道

事業を目指し、一層努力をする所存であります。 
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 以上、平成１９年度美祢市水道事業会計決算について御説明申し上げましたが、

別に監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定賜ります

ようお願いするものであります。 

 議案第６号は、平成１９年度美祢市病院等事業会計決算について報告し、市議会

の認定を求めるものであります。 

 本決算の対象期間は、合併の日から平成２０年３月３１日までの１１日間であり

ます。 

 決算状況を説明する前に新市における病院等事業の概要について御説明いたしま

す。 

 美祢市病院等事業は、地方公営企業法のうち財務に関する規定について適用を受

ける事業で、本市が設置している二つの病院、美祢市立病院及び美祢市立美東病院

とその附帯施設、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢、訪問看護ステーショ

ンみね及び美秋訪問看護ステーションが実施する事業により構成されているところ

であります。 

 それでは、新組織における平成１９年度の実績について御説明いたします。 

 まず、業務量につきましては、美祢市立病院におきましては入院が１，２７９人、

外来が１，４９７人、美祢市立美東病院におきましては入院が１，０４１人、外来

が１，４７１人、介護老人保健施設グリーンヒル美祢におきましては短期入所を含

む入所者が６３２人、通所が１２１人、訪問看護ステーションみね及び美秋訪問看

護ステーションの利用者が、それぞれ４６人、１２０人となっております。 

 次に、決算額について御説明いたしますと、収益的収支におきまして、収入では、

病院事業収益９，１７９万７，６７９円、介護老人保健施設事業収益８７６万９，

５４０円、訪問看護事業収益１３３万７，３０７円で、総額１億１９０万４，

５２６円となりました。 

 一方、支出では、病院事業費用として９，７６６万１，１４２円、介護老人保健

施設事業費用６７５万７，２７１円、訪問看護事業費用１１万２，２９８円で、総

額１億４５３万７１１円となりました。 

 この結果、損益計算書において、２７１万７２１円の当年度純損失を生じ、この

純損失と合併により引き継ぎました繰越欠損金１１億２，０６０万３３４円とを合

わせました１１億２，３３１万１，０５５円が当年度未処理欠損金となるものであ
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ります。 

 この処理につきましては、全額を翌年度繰越欠損金とするものであります。 

 また、この間の資本的収入及び収支については、いずれも執行されておりません。 

 以上、平成１９年度美祢市病院等事業会計決算について御説明申し上げましたが、

別に、監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定賜りま

すようお願いをするものであります。 

 議案第７号は、平成２０年度美祢市一般会計補正予算（第１号）であります。 

 このたびの補正は、当面必要とする経費について補正するものであります。 

 補正の主なものについて、御説明をいたします。 

 まず、歳出でありますが、総務費では、一般管理費において、住民訴訟に係る上

告請求が１件あったことにより、これに伴う一切の訴訟行為を弁護士に委任するこ

ととし、この弁護士委任に要する経費５５万円、また、平成２０年４月に地方税法

の改正により、高齢者に係る個人住民税を公的年金から天引きする特別徴収が、平

成２１年１０月から導入されることに伴い、既存の住民情報系システムの改修が必

要となり、これに要する経費として１，０５０万円、合わせて１，１０５万円を追

加計上するものであります。 

 財産管理費においては、美祢テクノパーク内の環境整備経費９０万５，０００円

を追加計上するものであります。 

 活性化対策費においては、美祢市の将来の発展を願い、美祢市を応援しようとい

うお気持ちからいただいた寄附金、いわゆる「ふるさと納税」を、新たに制定をす

る「ふるさと美祢応援基金」に積み立てることとし、寄附をされた方に対しまして

は、わずかばかりではありますが、お礼をすることとし、所要の経費１６２万円を

計上するものであります。また、美祢社会復帰促進センター開所に伴い、豊田前地

区からの情報発信と地域活性化を図る目的で運営をされる「ふれあいセンター」へ

の助成金２７万５，０００円を計上するものであります。 

 賦課徴収費においては、公的年金等受給者の特別徴収に係る支払報告書の電子化

が平成２１年１月から導入されることに伴い、電算システム導入経費等に３４８万

７，０００円を追加計上するものであります。 

 次に、民生費では、国民年金制度上において、障害基礎年金や老齢基礎年金の受

給資格を取得できなかった在日外国人等に対し、国民年金法の改正が実現されるま
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での間、生活の安定と福祉の増進を図る目的で給付金を支給するため、障害者福祉

費に１２万円、老人福祉費に７２万円を計上するものであります。 

 児童福祉総務費においては、次世代育成対策推進法により義務づけられている平

成２２年度から２６年度までの間の行動計画策定に要する経費７１万４，０００円

を計上するものであります。また、母子福祉費においては、受給者の増加により、

児童扶養手当６４万４，０００円を追加計上するものであります。 

 次に、衛生費では、保健衛生総務費において、事業実施件数の増加により、未給

水地区飲料水水源確保事業補助金２１０万円を追加計上するものであります。 

 次に、労働費では、労働諸費において、少子高齢化が進む中で、定職に就かない

フリーターや、働くことを欲しないニートと呼ばれる若者が増加傾向にあり、大き

な社会問題となっているため、今後、美祢市の産業の維持及び振興を図る上で重要

となる人材の育成業務の調査研究経費として４６万６，０００円を計上するもので

あります。 

 次に、農林費では、農業振興費において、原油価格高騰の影響により経営を大き

く圧迫されている施設園芸を営む農業者の省エネルギー化の取り組み支援として、

施設園芸省エネルギー化推進事業補助金６万４，０００円、規模拡大のため農地集

積を支援する、担い手農地集積高度化促進事業補助金８９万６，０００円、合わせ

て９６万円を追加計上するものであります。 

 林業振興費においては、美しい山づくり事業に県支出金を充当し、財源更正をす

るものであります。 

 次に、商工費では、企業誘致対策費において、企業誘致に要する経費として旅費

に２２万５，０００円を追加計上し、工業団地等立地促進助成交付金に３万２，

０００円を計上するものであります。 

 次に、教育費では、児童・生徒の安心・安全な学校づくりとして全ての小中学校

にＡＥＤを設置することとし、小学校管理費に８１万８，０００円、中学校管理費

に２３万７，０００円を計上するものであります。 

 なお、ＡＥＤ、これは自動体外式除細動器と申しますけれども、これはけいれん

をし、血液を流すポンプ機能を失った状態になった心臓に対しまして、電気ショッ

クを与え正常なリズムに戻すための医療機器であります。 

 小学校教育振興費においては、個人の方から指定寄附金として１００万円の寄附
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がありましたので、寄附の趣旨に沿い、赤郷小学校に教材用備品や学校用図書を購

入する経費に充てることといたしております。 

 社会教育総務費においては、美祢地区高等学校校外生活指導連絡協議会から、指

定寄附金として１６万３，０００円の寄附があり、寄附の趣旨に沿い青少年育成経

費に充てることといたしております。また、やまぐち国体準備経費として事業実施

主体となる実行委員会に対し補助金９０万円を計上いたしております。 

 以上が歳出についての主な補正内容でありまして、補正総額は２，６４３万６，

０００円の追加となります。 

 この補正に要する財源として、国・県支出金、寄附金など特定財源として

４５３万７，０００円を充当するとともに、一般財源として地方交付税２，

１８９万９，０００円を充当するものであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，６４３万６，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ１５８万６，３４３万６，

０００円とするものであります。 

 議案第８号は、平成２０年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）であります。 

 このたびの補正は、保険給付費においては、退職者医療制度改正により対象者及

び給付費の当初積算が困難であったことにより、退職被保険者等療養給付費１億４，

６９１万９，０００円、退職被保険者等高額療養費２，４００万円を追加計上する

ものであります。 

 次に、諸支出金においては、美祢市美東病院に医療機器の購入に要する経費とし

て病院事業会計に繰り出す直営診療施設勘定繰出金に２６２万５，０００円を追加

計上するものであります。 

 以上が歳出についての補正内容で、補正額は、１億７，３５４万４，０００円を

追加計上するものであります。 

 この補正に要する財源として、支払基金からの療養給付費等交付金１億７，

０９１万９，０００円、国庫支出金２６２万５，０００円を充当するものでありま

す。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億７，３５４万

４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ３２億６４５万３，
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０００円とするものであります。 

 議案第９号は、平成２０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）で

あります。 

 このたびの補正は、前年度事業の精算の結果により、超過交付となりました地域

支援事業の国庫支出金等の返済金４９４万円を追加計上するものであり、これに要

する財源は予備費から４９４万円を充当するものであります。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に、増減はなく、歳入歳出の総額

は、歳入歳出それぞれ既定額と同額の２５億７，９８１万５，０００円となるもの

であります。 

 議案第１０号は、平成２０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 このたびの補正は、収入において病院事業及び介護老人保健施設事業の資産購入

に充てる財源の確保に努めたことにより、国・県支出金について追加補正を行うと

ともに、支出において所要の調整を行うものであります。 

 まず、収益的収支予算においてであります。支出として介護老人保健施設事業費

用を６６万１，０００円減額し、支出総額を４２億１，５６６万９，０００円とす

るものであります。その結果、税抜きの当年度の純利益は、６６９万１，０００円

となる見込みであります。 

 次に、資本的収支において、収入として病院事業資本的収入を２，５４２万５，

０００円増額するとともに、介護老人保健施設事業資本的収入を２８０万７，

０００円追加し、収入総額を１億５，６１７万４，０００円とするものであります。 

 一方、支出として介護老人保健施設事業資本的支出を３４５万９，０００円追加

して、支出総額を４億３，６２９万５，０００円とするものであります。 

 これに伴い、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額について、２億８，

０１２万１，０００円に改めるものであります。 

 議案第１１号は、美祢市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に

ついてであります。 

 このたびの改正は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の

一部改正により、「公益法人」という名称が「公益的法人」と改められたことに伴

い、所要の改正を行うものであります。 
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 議案第１２号は、美祢市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の制定についてであります。 

 これは、平成２０年６月１８日に公布された地方自治法の一部改正により、議員

の報酬の支給方法等に関する規定が他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に

関する規定から分離されたと同時に、報酬の名称が「議員報酬」に改められており

ます。 

 これに伴い、美祢市報酬及び費用弁償条例中、議員の報酬の支給等に関する規定

を抜き出して、新たに本条例を制定するものであります。 

 なお、報酬、費用弁償及び期末手当の額、支給方法等は現行と変わりませんが、

月の途中で離職があった場合の報酬について、現行は１カ月分を支給しているもの

を、日割計算で支給いたすこととしております。 

 議案第１３号は、美祢市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部改正につい

てであります。これらの改正は、先の議案第１２号で説明いたしましたとおり、地

方自治法の一部改正により、議員の報酬の支給方法等の規定が改正されております

ので、これに関連する条例について、所要の改正を行うものであります。 

 第１条で美祢市議会政務調査費の交付に関する条例を、第２条で美祢市報酬及び

費用弁償条例を、第３条で美祢市特別職報酬等審議会条例をそれぞれ一部改正する

ものであります。 

 議案第１４号は、美祢市財政状況の公表に関する条例の一部改正についてであり

ます。 

 地方分権の進展に伴い、市の行財政運営については、市民への説明責任を果たす

ことがますます重要となっており、また、平成２０年度から財政健全化法による財

政健全化判断比率等の連結決算での公表が義務づけられたことを踏まえまして、公

営企業会計と美祢市土地開発公社及び市が出資している美祢観光開発株式会社、美

祢農林開発株式会社の会計について、財政状況を公表できるよう、所要の改正を行

うものであります。 

 議案第１５号は、美祢市ふるさと美祢応援基金条例の制定についてであります。 

 これは、地方税法の一部改正により、平成２０年４月からいわゆる「ふるさと納

税」制度が創設されたことにより、美祢市を応援するため寄附していただいた寄附

者のお気持ちにおこたえするため「美祢市ふるさと美祢応援基金条例」を制定し、



- 17 - 

美祢市の将来発展を目指し、明るい未来を築くための財源として有効に活用しよう

とするものであります。 

 なお、この制度は、自治体に寄附していただいた場合、５，０００円を超える額

の一定額について所得税及び個人住民税から税額控除を受けることができるもので

あり、美祢市におきましても、ホームページ等により市内外に広く「ふるさと納

税」をＰＲし、「ふるさと美祢」を応援していただきたいと考えております。 

 議案第１６号は、美祢市国民健康保険条例の一部改正についてであります。 

 一市二町の合併に伴い、共立美東国民健康保険病院の名称を美祢市立美東病院と

変更しておりますが、引き続き国民健康保険直営診療施設として設置・運営をして

いるため、本条例に国民健康保険事業の保健事業として「美祢市立美東病院の設

置」を明示するものであります。 

 議案第１７号は、美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条例の制定に

ついてであります。 

 本市の竹材資源活用事業は、森林の荒廃の要因となっている竹を伐採することに

より、森林を整備、保護することを主な目的としております。また、同事業は、伐

採した竹を一資源としてとらえ、竹箸の製造・販売、及び竹細工の加工・販売、並

びに伐採竹林から生育するタケノコや地域で生産される農林産物を活用した水煮の

製造、販売を行うことにより、森林所有者や農業従事者の所得の向上と雇用を創出

することで、地域の活性化に寄与することを視野に入れた事業であります。 

 この竹材資源活用事業を実施する上で拠点となる施設を、大嶺町桃の木に建設中

でありましたが、このほど完成しましたことから、この施設の設置及び管理に関し、

必要な事項を定めることを目的とし、新たに条例を制定するものであります。 

 議案第１８号は、美祢市農林資源活用施設の指定管理者の指定についてでありま

す。 

 美祢市農林資源活用施設の管理は、先に御提案申し上げました美祢市農林資源活

用施設の設置及び管理に関する条例第５条の規定により、指定管理者に行わせるも

のとし、竹材資源活用事業を行うため、昨年１２月に設立いたしました第三セク

ター「美祢農林開発株式会社」を平成２０年１０月１日から平成２４年３月３１日

までの間、指定管理者として指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。 
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 議案第１９号は、美祢市過疎地域自立促進計画の策定についてであります。 

 合併前の旧一市二町は、それぞれ過疎地域自立促進特例措置法による過疎地域の

指定を受け、平成１７年度から２１年度までの５カ年計画を定め、諸施策を講じて

きたところでありますが、平成２０年３月の合併に伴い、新「美祢市」として新た

に過疎地域自立促進計画を定めるものであり、計画期間は平成２０年度から平成

２１年度の２カ年であります。 

 本計画に基づいて行われる事業の実施に当たっては、国庫補助率のかさ上げや過

疎対策事業債の発行など、さまざまな優遇措置が受けられることから、合併後速や

かに策定する必要があります。 

 以上により、本計画の策定に当たり、同法第６条第１項の規定により市議会の議

決を求めるものであります。 

 議案第２０号は、美祢市有線テレビ高度情報化整備工事の請負契約の一部を変更

することについてであります。 

 これは、平成１９年度より２カ年計画で美祢市有線テレビ高度情報化整備工事に

着手しているところですが、自主放送設備のデジタル化及び伝送路設備を追加整備

する必要が生じたことから、当初請負契約金額１１億３，９２５万円を２億１，

２４０万４，５００円増額し、１３億５，１６５万４，５００円と変更するもので

あり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２１号は、人権擁護委員の推薦につき、意見を求めることについてであり

ます。 

 これは、平成２０年１２月３１日に人権擁護委員「内田 孝」氏が任期満了とな

るため、引き続き「内田 孝」氏を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定に基づき、市議会の意見を求めるものであります。 

 先ほど私が御説明を申し上げました議案第７号平成２０年度美祢市一般会計補正

予算（第１号）の最後に述べた箇所でございますけれども、補正後の歳入歳出予算

の総額を「１５８万６，３４３万６，０００円」と申し上げたところですが、私の

読み違い、言い違いでございます。正しくは「１５８億６，３４３万６，０００円」

でありますので、訂正をさせていただきます。 

 以上、提出をいたしました議案２１件について御説明申し上げましたが、よろし
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く御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（秋山哲朗君）  これにて、提案理由の説明を終わります。 

 この際、暫時、１１時１０分まで休憩をいたします。 

   午前１０時５０分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時１２分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 これより、議案の質疑に入ります。 

 日程第３、議案第１号平成１９年度（合併前）美祢市水道事業会計決算の認定に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。安冨議員。 

○２２番（安冨法明君）  質疑には当らないのかもしれませんが、市長のお考えを一

言お伺いをしたいというふうに思います。監査報告書が出ておるわけなんですが、

監査委員さんの方から監査意見書も提出をされております。実はこの中に、決算に

伴う使用料等の滞納とかについて詳しく出ております。当然決算ですから、滞納時

効等の関係が、不納欠損等の処理についての質疑が必要になってくると思うんです

が、これが執行部の方から添付書類といいますか、附属資料として出てくるのであ

れば一緒にできるんですが、監査委員さんの方から監査意見書について出てるとい

うことになりますと、こういうふうな資料に基づくものについては、監査委員さん

に意見を求めなきゃならないのかどうなのか、この辺についてのお考えを一言お聞

きをしておきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  安冨議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 この監査意見書は、執行部に対してこういう御意見を賜ったということで、行政

として執行したことについては行政の責任がございます。ですから、その中身につ

いては我々の方からお答えを申し上げるというのが筋かと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。そのほか質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４、議案第２号平成１９年度（合併前）美祢市病院等事業会計決算の認定
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についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５、議案第３号平成１９年度共立美東国民健康保険病院組合事業会計決算

の認定についての質疑を行います。質疑はありませんか。布施議員。 

○１６番（布施文子君）  第２号と第３号の併せての質問になるかと思いますが、美

祢市病院等事業会計決算の認定について、美祢市の病院で市立病院におきましては

赤字が２億６，５３２万６，２７４円であり、美東病院では赤字が８億２，

４１３万１０６円、合計１１億２，３３１万１，０５５円となっております。これ

は大変大きな金額であると思いますが、補てん財源について、それぞれの病院の説

明を再度もう少しわかりやすく説明をしていただくことが１点と、その補てんをし

た後に、今年度に繰り越される赤字が幾らになるのか、それから、これは財政健全

化に向けて経営の改善ということが大変必要になってくると思いますが、そのこと

について御説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤局長。 

○病院事業局長（藤澤和昭君）  只今の議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 

 美祢市が要する美祢市立病院と美祢市立美東病院の単年度の経常損失と、それか

ら、繰越欠損金のお話であったと思います。そこについてのまた補てん財源の説明

をということでよろしいんでしょうか、それぞれ病院におきまして欠損金出してお

りますが、まず、補てん財源について御説明したいと思います。 

 美祢市立病院におきましては、１９年度旧市においての補てん残高が９億６，

９８５万９，３８０円となり、一方、美東病院におきましては補てん残高がマイナ

スの４，９７３万５，０９４円となっております。このことにおきましてわかりま

すように、美祢市立病院の場合は補てん残高がございますので、４条の資本的収支

の不足額については補てん財源で補てんし、美東病院におきましては過年度留保資

金とともに、一時借入金で措置をしたということでございます。 

 こうした二つの病院を併せ持って、新市が累積欠損金を引き継いでるわけであり

ますが、今後の経営改善策については経営統合ということで、お金の問題、それか
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ら、人の問題、さらには施設の問題など、すべて一つの自治体の病院事業としてと

らまえて、一体となって効率化を図っていきたいと考えております。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。布施議員。 

○１６番（布施文子君）  美祢市の市立病院は補てん財源ですべて現在の赤字の部分

はゼロになると解釈してよろしいんですか、そのことについてお伺いをいたしまし

て、あとは委員会の方で話し合いがなされると思いますので、私の質問はここでお

かせていただきます。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤局長。 

○病院事業局長（藤澤和昭君）  美祢市立病院だけのお話でよろしいんですかね。そ

の部門で申しますと、現在でも９億３，０００万程度の補てん残高をプールしてお

ります。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員、あとは委員会でということでよろしゅうございま

すか。はい。 

 そのほか質疑はございませんか。岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  市民の皆様におきましては、病院事業の会計決算、非常に関

心を持っておられると思っております。現在、報告書等ありますけれども、平成

１８年度、そして、１９年度、これの美祢市立病院、また、美東共立病院の外来、

これ美祢市立病院も１８年度から１９年度２，０００人減っているわけですね。そ

して、美東病院も１，０００人、外来患者減ってる、当然入院患者も両方１，

０００人ずつ減ってきているわけです。非常にそういう面で、今まで両方合わせた

累積欠損金が１１億２，０００万円という額があるんですけれども、このままの額

であれば、まだあれなんですけれども、今後は病院経営がそういう形で外来と入院

患者が減る中にあって、病院収入が非常に今後見込まれる可能性が低いなというこ

とで、今まで何回も言ってきましたけれども、市長の方で、今後病院を維持してい

くために経営健全化のための審議会でしたか、しっかり設けて、経営健全化に向け

ていくと言われております。 

 こういうことに関して市民の皆様も非常に関心持って、どういう方向でいくんだ

ろうか、特に病院の先生がひどい先生やったら病院行きません。とにかく一般の

１次病院なんか、本当に先生に優しいです。そういう面で、優しい先生が本当どこ

が悪いかって優しく言えば、本当に病院もたくさんの患者さんが行かれると思うん
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です。そういったところを踏まえて、今後経営健全に当たって、市長のその辺のお

考え方というのをちょっと教えて、皆様にいただければいいかなと思いますので、

ひとつよろしく御回答をお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  岡山議員の御心配は、先ほど言われたように全市民の方が恐

らく心配されておられることだろうと思います。今、私が壇上で決算の御報告を申

し上げて、１９年度のですね。特に、かつての美東共立、現在の市立美東病院の繰

越欠損金は非常に大きいということ、美祢市立病院もありますけれども、この二つ

の病院が維持できるかどうかということで、本当に皆さん方思っておられると思い

ます。今議員も触れられましたけれども、患者の方に信頼をされないと、どうして

も二つの公立病院、維持できません。 

 ですから、患者の方が来ていただいて、安心して治療を受けていただくというこ

と、それによって病院の方も経営健全、会計、経営ができるということになろうか

というふうに私も考えております。御承知のように、今非常に全国的にドクターが

不足しておる。特に、公立病院、地方の公立病院においてドクター、お医者さんが

不足しておるということで、厳しい状況というのはどこも変わりありません。我々

は新しい美祢市の３万規模の人口で、二つの公立病院をまた持っていくという私、

かたい今決意で市長職につかせていただいておるわけでございます。病院のあり方

検討委員会というのを今立ち上げる、間もなく立ち上げますけれども、下準備に入

ってます。 

 今先ほど布施議員の御質問で、藤澤局長の方が答えましたけれども、二人で晩に

医大、それから、山大の医学部、それから、山大の経済学部に通っております。お

医者さんを確保させていただくということ、それから、経営健全に当たっての専門

的な知識を持ってある方が、今山大の経済学部にいらっしゃいます。教授がですね。

その方にも直接、今話をさせていただいてます。 

 この中で、我々の新しい市の二つの病院をどういうふうにして維持していけばよ

いか、また、どういうふうにお医者さんを確保していけばよいかということを検討

させていただきたいというふうに思ってます。これは本当に安心して、高齢化率の

高いこの地域にとって非常に大切なことと思ってますから、今全力を挙げて努力を

させていただいております。 
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 間もなく経営検討委員会のあり方が表に出てまいります。また、このことは議会

を通じまして、また、皆さん方、市民の方にも知っていただきますし、また、広報

等を通じまして議論の中をちゃんと皆さんにお示しをさせていただきたいというふ

うに思っております。手をこまねいておりませんので、その辺は御安心ください。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  今の市長の答弁が、質問の趣旨がどうであったかというと

いうのはさておいて、少なくとも質問をされてる中で、言葉で出たもうかるんかと、

それから、もう一つあったのは、なぜ赤字が出て、それを補てんをして、ところが、

補てんをした財源の質問の私の解釈は、本意は赤字をちゃんと埋めるだけの財源が

これからもずっと続くのかという、だから、病院経営の運営のあり方の質問をされ

たんじゃないと思うんです。病院そのものが黒字になって、もうかるような病院に

なるのかという質問であったのではないかと私は解釈をした。その視点からいくな

ら、市長の答弁はかみ合ってないと思うんですね。私の言うことがわかれば、再度

答えてください。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  南口議員の御質問にお答えします。 

 岡山議員と私の議論は、私が今おしゃべり申し上げたことでうなずいておられた

ので、（笑声）議論はすれ違っておらんかったと私は思っておりますけれども、し

かしながら、これから単年度単年度で赤字を出さないような形、どうすればいいか

ということを今考えていってます。 

 今お話したように１１億を超える累積赤字があります。これをどうするかという

ことは、また次の議論になるんですが、現在も御承知のように一般会計の方から経

営健全化に係るお金を繰り出してます。病院事業体にですね。 

 ですから、繰越欠損金が余り膨らんでしまうと、病院の経営自体の根幹に係わっ

てきますので、それを一般会計の方で解消させていきつつ、単年度単年度、これか

らは、病院会計については黒字を目指して努力をしていくということが必要かとい

うふうに思っております。 

 ですから、根本的な病院の経営のあり方について、私はある程度の思いを持って

おりますけれども、また、議長を含めまして議会の方とも十分にその辺を議論をさ
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せていただいて、市民の方にきっちりわかる形で病院の経営のあり方をお示しをさ

せていただきたいというふうに思っております。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  市長、あなたは行政経験が余り長くないんじゃないかとふ

と思うたんだけど、病院の運営や経営については、議会を通じて相当議論をなされ

てきて、あなたの今の表現の仕方を間違ったら、市長として政治生命長くないです

よ。はっきり物は言うべきです。病院が美祢市立病院も美東病院ももうかるんかっ

て、それから、赤字が出た場合の損失補てんはどっか特別な財源があるかって、そ

んなものはありゃせんのです。 

 それから、病院は絶対もうからんのです、この二つの病院は。それに基づいて私

の所属する総務企業でも１０何年間議論をしながら、それと同時に、新たに新市に

なった時点で、６月議会でも病院の健全な運営、経営をするための財源確保が必要

じゃないかという議論をしたはずなんです。少なくともそれは必要だということで、

予算も組まれていると思うんですね。 

 ですから、病院が赤字になっていいと、放漫経営をすればいいという議論は一度

もなかった。ところが、今の国の医療制度や医師確保の現状からして、少なくとも

これまでの経緯を見ても、二つの病院で単年度単年度黒字を出すことは現実的に難

しいと、それよりも必要なのは、地域や市民の皆さんにいい医療を提供することな

んだということがこれまでの議会の経緯であり、議論の経緯であり、一つの議論の

到達点であったと思うんです。 

 ですから、病院を単年度単年度黒字を出していく努力をするということはいいん

ですが、ところが、黒字を出すという努力じゃないと思うんです。いい医療を提供

する、より市民が必要とする医療を提供するために病院運営に全職員が努力をする。 

 ただし、国の制度は、先ほど申した医師の確保等の現状から見るならば、病院の

赤字は免れないと、それに対して最低限どう一般会計から損失を補てんするのかと

いう、ここの視点が最も病院運営で大事なところなんです。私は、少なくともその

点ではかみ合ってなかったと思う。 

 以上です。答えて。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  どうも私の政治生命まで気を使っていただいてありがとうご
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ざいました。（笑声）私は、自分の政治生命を考えて市長職をやっておりませんの

で、その辺は大丈夫です。今言われたこと、私がおしゃべりを申し上げたこと、先

ほどね。今、南口議員が言われたことと根本的には一緒だろうと思います。という

のが累積赤字をどうするかという問題があります。これは結局医療環境、皆さんが

安心して暮らしていただけるための二つの病院を維持するということです、市民の

方にとって。それを一般会計から支出をして、病院事業の会計の累積赤字を解消さ

せてやりたいというのは、皆さんからちょうだいをした税金によって一般会計は成

り立ってるわけです。 

 ですから、そのお金を病院事業の方の根本に注入をするということは、皆さんの

御理解、市民の方の御理解をもって二つの病院をどうにか保ちたいということを言

っておるわけです。今の黒字にできるかどうかということで、医療環境をつくるこ

とが最も大事じゃないかと、皆さんにとって安心・安全な医療環境をつくることが

最も大事じゃないかと言われた、これもまた同じことなんです。そのことをするこ

とによって市民の方は安心をして、我々が持っておる二つの病院に係わっていただ

くことができる、そのことによって病院の経営状態もよくなるということにつなが

るわけです。 

 ですから、私が今申し上げたこと、先ほど申し上げたことは、今、南口議員が言

われたことと一つも違っておらんということですね。 

 ただ、根本的には国の政策が間違ったかどうかは言いません。恐らく私は間違っ

ておったと思うんですが、地方のドクターを不足させるという根本的な国の医療制

度が間違っておると私は思ってます。 

 ですから、それをどうにか我々小さい市ですけれども、努力によって確保してい

きたいということで、今一生懸命汗をかいておるということを先ほど申し上げたと。 

 以上です。 

○２１番（南口彰夫君）  続きは委員会でやりたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  はい。そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第６、議案第４号平成１９年度美祢市・美東町・秋芳町合併協議会決算の認
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定についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第７、議案第５号平成１９年度美祢市水道事業会計決算の認定についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第８、議案第６号平成１９年度美祢市病院等事業会計決算の認定についての

質疑を行います。質疑はありませんか。有道議員。 

○３番（有道典広君）  先ほどから随分大局的な質問ばかりで、私はちょっと小さな

ことを言いますけど、未収金がかなりございます。監査報告の意見書にも相当数書

いてありまして、回収が図られなきゃいけないと、これはちょっと前議案の水道会

計にも金額が小さいですけど、ございます。これらの予算の、こういう無駄な未収

金というか、この辺の回収状況はどうなるんでしょうか。 

 また、病院会計の方につきましては随分５億とございますけど、もちろんすべて

が未収なわけですけど、いろんな事情があって回収できない金額が幾らぐらいある

のかというのもちょっと教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤局長。 

○病院事業局長（藤澤和昭君）  議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 

 平成１９年度の決算ベースで市立病院が４億３，７００万、美東病院が１億７，

９００万程度の未収金がありますが、これらにつきましては決算処理でございます

ので、３月３１日時点での未収金であります。例えば、入院費等につきましては、

月末請求で、翌月の入金処理、あるいは医療保険分、保険部分につきましては審査

機関の審査を経て翌々月の入金となるといった制度的なものから、当然に出る未収

金も含まれておるわけであります。 

 従いまして、今御指摘の多額の未収金があるがということにつきましては、その

大半が２カ月後ぐらいには収入となるということで、７月末時点ではどの程度かと

いいますと、美祢市立病院さんの方で１，８００万、美東病院の方では約１，
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０００万程度まだ未収金が残っております。これらにつきましては、両病院におき

ましてそれぞれの未収金の回収マニュアルに沿って、未収金について回収を行って

いるとともに、市役所のその他の公金の収納対策とも連携をとりながら、未収金の

回収に努めてるところであります。 

 なお、医療機関におきましては特殊な事情もあるということを御理解いただきた

いと思います。といいますのが、通常のサービスの提供でしたら、料金を支払わな

い方にはサービスの停止ということがあるわけですが、医療の場合には医師法の第

１９条に応招義務というのがあります。つまり、患者さんが来られたらそれを診る

義務が法律に明記されてますので、診療を拒否することができません。診ます。 

 従いまして、通常のサービスよりはそうした未収金の発生率が高くなるのではな

いかと思います。さらには平成１７年の１１月の最高裁判例等によりまして、それ

までは公立病院の診療費については公金として自治法の適用を受けて５年で時効成

立があったわけですが、その判例によって、判決によって民法の適用になりました。 

 従いまして、一定の手続、援用等の手続を経なければ、あるいは議会の議決を経

なければ、債権放棄ができないということで、１７年度以降は累増しているところ

であります。これにつきましては病院の特殊性等をかんがみまして、県内の自治体

病院協議会や、さらには全国自治体病院協議会で、その手続等についての対応を現

在検討しているところであります。それが未収金の現状であります。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  矢田部課長。 

○上下水道課長（矢田部繁範君）  それでは、有道議員さんの御質問にお答えします。 

 水道の方も定期的に期間を決めまして未収のところに参りまして、収納作業を行

っております。それでもお金がもらえないときには停水等を講じまして、料金の回

収の方でやっておる次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  水道の方は時効処分って書いてありますけど、時効というこ

とはもらえないということですか、監査報告には未収の明細に時効処分という意味

がちょっとわからないんですけど、これはもらえないと、金額で言ってみれば

３５万８，７４８円となってますけど、そういうものがちょっと病院会計にもある
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のではなかろうかということで、同時に御質問をしたわけでございます。企業会計

決算審査意見書の１４ページ、ここに時効処分というのが書いてあるわけですね。

これが３５万８，７４８円というのがあります。決算にもちゃんと３５万８，

７４８円、これはもらえないということで解釈してよろしいんでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  矢田部課長。 

○上下水道課長（矢田部繁範君）  決算処理上、過去決算年の過去５年間以前のもの

については時効として処理させていただいております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  わかりました。私は、委員会の方にもなかなか所属しており

ませんので、できません。ついでとはいきませんが、市立病院の件でもう少し質問

させていただきます。先ほどから経営内容が悪いと、しかし、なおかつこれを維持

するために頑張りたいとおっしゃっておられます。あと合併により、合併というか、

美東病院と市立病院ございますけど、市立病院に関しては医者が二、三年前より

３分の１減少しておると聞いております。その辺に関しまして、さらに社会復帰セ

ンターにも派遣しなきゃならないということで、最近の市立病院の中で、先生が苦

慮されていると、患者の方からも市民の方からも声を聞きますが、その現状で果た

して市立病院の医師の確保が問題になっておりますけど、市民を守ることができる

のかと、ちょっと大仰な言い方になりますが、その辺の現状を少し教えていただき

たいのと、せっかく合併しましたので、資料によりますと、美東病院の材料比率と

いいますか、美祢市は約３１％になってますけど、美東病院は１６．１４、これは

薬局が別途ありますので、多分少ないんだと思いますけど、今後の合併効果も大い

に利用して共同購入とか、いろんな発展的な考え方を持って進めて運営をされたら

いかがとは思います。その辺に関してお答えをよろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  藤澤局長。 

○病院事業局長（藤澤和昭君）  議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の美祢社会復帰促進センター診療所で行う医療について、美祢市立

病院さんの医療スタッフがそちらの方に派遣されているということについてだと思

います。昨年度５月より美祢社会復帰促進センターの診療所が運営開始されており

ます。その業務については１９年度で３，４７８名の方を診療を行っておりまして、
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実質の稼働日数が２１５日、あちらの診療所で医療提供をしております。これらの

医療ということは、計画当初は美祢市立病院、当時１５名の常勤医師がいたところ

で考えられた月日でありまして、毎日午前と午後２時間ずつ医師が行って、そちら

で診察を行うということを考えておりました。 

 しかしながら、現在、美祢市立病院１０名の医師ということで、常勤医師が減っ

たことによって１人当たりの医師の負担というのが確かに高くなってると思います。 

 そうした中にありましても、この問題につきましては社会復帰促進センターを立

地するに当たっての経緯等もございますし、また、刑務所医療についてモデルとな

るケースとして法務省も考えていらっしゃるようですし、私ども自治体病院として

できる限りの協力はしたいと思いますが、医師の数が減ってるということで、限ら

れた資源ということもあります。今後は政策部局や県や国とも協議しながら対応に

ついて検討していかなければならないと認識しております。 

 ２点目の材料等の共同購入につきましては、御指摘のとおりだと思っております。

先ほどの布施議員さんの御質問にもお答えしましたけれども、合併したメリットと

いうのは、こういったところの効率化といいますか、共同購入や共同使用、あるい

は限られた資源の最適配分というのが最も病院運営の効率化を進める上で大いに取

り組まなければならないとこだと思っておりますので、現在、材料や資材等の共同

購入については来年度に向けてそういった形で進めるべく検討に入っております。 

○議長（秋山哲朗君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  ありがとうございました。問題はいろいろあるとは思います

けど、あくまでも市民を守るという視点に立って長期的な経営運営をひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第９、議案第７号平成２０年度美祢市一般会計補正予算（第１号）の質疑を

行います。質疑はありませんか。南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  補正予算の１３ページの委託料で総務管理費、住民訴訟に
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係わる弁護士委託料ということで、市長の提案からお聞きすれば、住民訴訟に係わ

る上告請求が１件あったと、これまで旧美祢市でも住民訴訟に係わる費用は予算化

されているんですけど、上告請求ということについては初めてだろうと思います。

その点が経緯を、経過が説明できればしていただきたいし、内容によって詳しくと

いうことになれば、所管の委員会で、総務企業で議論をすることができるなら、議

長の許可を得て、そちらの方でしてもいいです。若干経緯だけ説明をしてください。 

○議長（秋山哲朗君）  田辺次長。 

○総務部次長（田辺 剛君）  只今の南口議員の御質問ですが、この委託料について

ですが、これは現在、秋芳町において係争中であります準用河川の工事による家屋

損傷に係る訴訟で、一審については市が勝訴いたしましたが、原告が上告請求し、

規定の弁護士委託料に不足を生じたため、不足額を増額補正するものです。一審が

平成１６年に訴訟が提起されまして、平成２０年の６月に結審しております。二審

が平成２０年に広島高等裁判所の方に上告されておる状況です。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  はい、わかりました。そうすると、住民訴訟で、個人との

関係の、市民との関係の訴訟だということで、一審は市側が勝訴したが、住民が納

得できないので、広島高裁の方に控訴したと、それに係る費用ということでよろし

いですか。 

 ただし、訴訟に至る経緯、それから、訴訟そのものの一審の経緯等については、

詳しくは所管の私が所属する総務企業の方で議論をしたいと思いますので、議長の

方と総務委員長の方に、執行部の方に準備をしていただきたいとお願いをしておき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  内容につきましては、建設観光だと思うんですよ。 

 しかし、訴訟ですから、総務でも結構だと思いますので、そこでやっていただき

たいと思います。 

 そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 只今、議題となっております議案第７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１０、議案第８号平成２０年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１１、議案第９号平成２０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１２、議案第１０号平成２０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１３、議案第１１号美祢市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一

部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１４、議案第１２号美祢市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の制定についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１５、議案第１３号美祢市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 只今、議題となっております議案第１３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１６、議案第１４号美祢市財政状況の公表に関する条例の一部改正につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１７、議案第１５号美祢市ふるさと美祢応援基金条例の制定についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１８、議案第１６号美祢市国民健康保険条例の一部改正についての質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１９、議案第１７号美祢市農林資源活用施設の設置及び管理に関する条例

の制定についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２０、議案第１８号美祢市農林資源活用施設の指定管理者の指定について

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第１８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２１、議案第１９号美祢市過疎地域自立促進計画の策定についての質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 只今、議題となっております議案第１９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２２、議案第２０号美祢市有線テレビ高度情報化整備工事の請負契約の一

部を変更することについての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今、議題となっております議案第２０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２３、議案第２１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。只今、議題となっております議案第２１号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略

することに決しました。 

 これより、議案第２１号を採決いたします。 

 本案は、同意することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は、同意されました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。お疲れでございました。 

 なお、議員の皆様は、午後１時より、まず、会派代表者会議を開催いたします。

その後、議員全員協議会を開催いたしますので、委員会室にお集まりいただきます

ようお願いいたします。議員全員協議会の事項は、議会報告、その他であります。

どうかよろしくお願い申し上げます。 

   午前１１時５８分散会 

────────────────────────────── 
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